
令和４年３月１８日  

 

保護者様 

 

埼玉県立秩父高等学校長 町田 邦弘  

 

 

まん延防止等重点措置終了後の学校の対応について 

 

 春風の候、保護者様におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。新型コロ

ナウイルス感染症の対策について、御家庭でも多くの御協力をいただいていることに感謝申し上

げます。 

 さて、本県においてはまん延防止等重点措置期間が３月２１日で終了します。これに伴い、県

教育委員会からの指示に基づいて学校では、３月２２日以降下記のとおり対応いたします。御理

解・御協力賜りますようお願いいたします。 

 

記 

 １ 学校運営の基本方針について    

   基本的な感染防止対策及び陽性者発生時の初期対応を徹底し、教育活動を実施します。 

    

２ 授業について 

  ・感染防止対策を徹底の上、通常登校、通常授業とします。 

  ・特に歌唱、調理実習等については、換気、身体的距離の確保等十分な対策を講じます。 

 

３ 部活動について 

  ・県のガイドラインに基づく活動とし、以下を徹底します。 

      健康管理（体調不良の際は参加禁止）、換気、飛沫感染防止対策の徹底 

      更衣・休憩場面、活動前後、登下校時の感染防止対策を徹底 

      泊を伴う合宿や遠征等の禁止 

      練習試合等は自校を含めて２校まで（県外での活動は慎重に判断） 

          校外活動、泊を伴う活動の禁止 

   ・各自がマスク着用・消毒等の対策に十分留意するよう指導します。 

  ※県のガイドライン：活動は原則、平日４日以内各２時間まで 週休日１日以内３時間までとする 

 

５ 学校行事について 

  ・儀式的行事は生徒・教職員（保護者の参加は１名まで）での実施とします。 

  ・校外行事は目的地の状況等を踏まえて慎重に判断します。 

 

６ その他 

    感染状況により急遽、学級閉鎖や学年閉鎖を行う場合があります。その際は学習保障の

観点から速やかにオンライン学習に移行します。 

    また、春休み・新学期を迎えるにあたり、御家庭でも引き続き、基本的な感染症対策と

健康観察の継続、外出時における直行直帰の徹底等の感染予防に御協力をお願いします。 
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